




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さが 2メートル以上の箇所で、作業床がある＝

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育は、不要 

高さが 2メートル以上の箇所で、作業床がない＝

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育は、必要 

 

③移動式組立足場作業 (組立て・解体時の事例) 


